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岡山県自然環境保全審議会条例 
昭和 48 年３月 27 日  
岡山県条例第７号  

 （設置） 
第１条 自然環境保全法（昭和 47 年法律第 85 号）第 51 条第１項に規定する審議会その他
の合議制の機関として、岡山県自然環境保全審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

 
 （所掌事項） 
第２条 審議会は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成 14 年法律第 88 号）
及び温泉法（昭和 23 年法律第 125 号）の規定によりその権限に属させられた事項を調査
審議するほか、知事の諮問に応じ、自然環境の保全に関する重要事項を調査審議する。 

 
 （組織） 
第３条 審議会は、委員 40 人以内で組織する。 
 
 （委員） 
第４条 委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから知事が任命する。 
２ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、 
前任者の残任期間とする。 

３ 委員は再任されることができる。 
 
 （会長及び副会長） 
第５条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。 
２ 会長は審議会を代表し、会務を総理する。 
３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 
 
 （専門委員） 
第６条 審議会に、専門の事項を調査させるため専門委員を置くことができる。 
２ 専門委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから知事が任命する。 
３ 専門委員は、会長の命を受け、専門の事項を調査する。 
４ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 
 
 （会議） 
第７条 審議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。 
２ 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。 
３ 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決する 
ところによる。 
 
 （部会） 
第８条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 
２ 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。 
３ 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから互選する。 
４ 部会長は、部会の事務を掌理する。 
５ 部会長に事故があるときは、部会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。 
６ 審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもつて審議会の決議とすることが 
できる。 
 
 （幹事） 
第９条 審議会に幹事を置く。 
２ 幹事は関係職員のうちから知事が任命する。 
３ 幹事は、会長の命を受け、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。 
 
 （庶務） 
第 10 条 審議会の庶務は、環境文化部において行う。 
 
 （その他） 
第 11 条 この条例の定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会 
にはかつて定める。 



岡山県自然環境保全審議会運営規程

昭和48年８月18日 制定
昭和56年３月25日 一部改正
平成４年７月21日 一部改正
平成12年８月１日 一部改正
平成16年２月17日 一部改正
平成23年８月19日 一部改正
令和４年２月10日 一部改正

（趣旨）
第１条 この規程は、岡山県自然環境保全審議会条例（昭和48年岡山県条例第７号）第11条の規定により、
岡山県自然環境保全審議会（以下「審議会」という ）の運営に関し必要な事項を定めるものとする。。

（審議事項）
第２条 審議会の審議事項は、次のとおりとする。
(1) 岡山県自然保護基本計画の決定及び変更に関すること。
(2) 岡山県自然環境保全地域、環境緑地保護地域及び郷土自然保護地域の指定、指定の解除及び指定の区
域の変更に関すること。

、(3) 岡山県自然環境保全地域の保全計画並びに環境緑地保護地域及び郷土自然保護地域の保護計画の決定
廃止及び変更に関すること。

(4) 岡山県郷土記念物の指定並びに指定の解除及び変更に関すること。
(5) 岡山県生態系維持回復事業計画の決定 廃止及び変更に関すること。、

(6) 希少野生動植物保護基本方針の決定及び変更に関すること。
(7) 指定希少野生動植物の指定及び指定の解除に関すること。
(8) 指定希少野生動植物の保護推進指針の決定及び変更に関すること。
(9) 生息地等保護区の指定及び指定の解除並びに管理地区の指定及び指定の解除に関すること。
(10) 県立自然公園の指定、指定の解除及び指定の区域の変更に関すること。
(11) 県立自然公園の公園計画の決定、廃止及び変更に関すること。
(12) 県立自然公園及び国定公園の公園事業の決定、廃止及び変更に関すること。
(13) 特別地域内における行為の許可に関すること。
(14) 生態系維持回復事業計画の決定、廃止及び変更に関すること。
(15) 鳥獣保護事業計画の決定及び変更に関すること。
(16) 特定鳥獣保護管理計画の決定及び変更に関すること。
(17) 狩猟鳥獣の捕獲等の禁止及び制限並びに禁止猟法の決定に関すること。
(18) 狩猟期間の延長並びに狩猟鳥獣の捕獲等の禁止及び制限の解除に関すること。
(19) 鳥獣保護区及び特別保護地区の指定及び変更に関すること。
(20) 猟区の維持管理に関する事務を委託できる者の指定に関すること。
(21) 自然海浜保全地区の指定、指定の解除及び指定の区域の変更に関すること。
(22) 自然海浜保全地区の保全方針の決定、廃止及び変更に関すること。
(23) 温泉の掘削、増掘及び動力の装置に係る許可及び許可の取消しに関すること。
(24) 温泉の採取の制限に関すること。
(25) 前各号に掲げるもののほか、自然保護、自然公園、鳥獣の保護及び狩猟、自然海浜の保全並びに温泉
に関する重要事項に関すること。

（審議会の特例）
第３条 会長は、やむを得ない事情により審議会の会議の招集が困難な場合、書面等により会議を開催する
ことができる。

（部会）
第４条 審議会に次の表に掲げる部会を置き、その所掌する審議事項は、同表に掲げるとおりとする。

部 会 名 所 掌 す る 審 議 事 項
１ 前条第４号、第７号から第９号まで、第12号及び第13号に掲げるもの

自然保護部会 ２ 前条第25号に掲げる審議事項のうち、自然保護、自然公園及び自然海浜の保全に
関する事項で基本政策に関しないもの

１ 前条第17号、第19号及び第20号に掲げるもの
鳥獣部会 ２ 前条第25号に掲げる審議事項のうち、鳥獣の保護及び狩猟に関する事項で基本政

策に関しないもの
１ 前条第23号及び第24号に掲げるもの

温泉部会 ２ 前条第25号に掲げる審議事項のうち、温泉に関する事項で基本政策に関しないも
の

（部会の会議）
第５条 部会の会議は、部会長が必要に応じて招集し、部会長が議長となる。
２ 部会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
３ 部会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる｡
４ 第３条の規定は部会について準用する。この場合において、第３条中「会長」とあるのは「部会長」と
読み替えるものとする。

（部会の決議）
第６条 部会の決議は、会長の同意を得て、審議会の決議とすることができる。
２ 会長は、前項の同意をしたときは、その同意に係る決議の内容を審議会に報告するものとする。

（その他）
第７条 前３条に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が部会に諮って定める。



 

鳥獣保護区等制度の概要について 

 

１ 根拠法 

  鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（略称：鳥獣保護管理法） 

  （法律の概要） 

  鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化を図り、もって生物の多様性の確保、生活環境

の保全及び農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、自然環境の恵沢を享受でき

る国民生活の確保及び地域社会の健全な発展に資することを目的として、鳥獣の捕獲等の

規制、鳥獣捕獲等事業の認定、狩猟制度等に関する事項等を定めている。 

 

２ 野生鳥獣の捕獲について 

  野生鳥獣の捕獲は原則禁止（第８条） 

  ただし、次の場合は、捕獲が認められる。 

（１）許可捕獲（国、都道府県又は市町村の許可による捕獲：第９条） 

  〇 農林業被害の防止のために、イノシシ、シカ等有害鳥獣を捕獲する場合 

  〇 大学などが学術研究のため捕獲する場合 等 

（２）狩猟捕獲（狩猟による捕獲：第 11条） 

  〇 狩猟鳥獣のみ 

   ・ 鳥類（26種類） マガモ、キジ、カワウ、スズメ、キジバト等 

   ・ 獣類（20種類） タヌキ、イノシシ、ニホンジカ、ヌートリア、ノウサギ等 

  〇 狩猟期間のみ 

   ・ 毎年 11月 15日から翌年２月 15日まで 

     ※ イノシシ及びニホンジカについては３月 15日まで（延長） 

     ※ ツキノワグマについては 12月 14日まで（短縮） 

  〇 法定猟具（銃、網又はわな）を使用する場合、狩猟免許及び狩猟者登録の手続が必

要 

  〇 鳥獣保護区や休猟区、公道、公園、社寺境内、墓地等は狩猟捕獲禁止 

 

３ 鳥獣保護区及び特別保護地区 

  国指定鳥獣保護区は環境大臣が、都道府県指定鳥獣保護区は都道府県知事がそれぞれ指

定する。 

  鳥獣保護区内においては、狩猟捕獲が認められないほか、特別保護地区内においては、

一定の開発行為が規制される。 

  指定の方針・計画は、「鳥獣保護管理事業計画」（第４条第 2 項）に定める。 

 

 

 

参考資料 



 

４ 鳥獣保護区等の概要 

区域 制度の概要 規制の概要 存続期間 

鳥獣保護区 

（第 28 条） 

野生鳥獣の保護を図るた

め、必要があると認められ

る地域を指定 

狩猟捕獲を禁止※ 岡山県では 10 年 

(法定：20 年以内) 

 特別保護 

地区 

（第 29 条） 

鳥獣保護区の区域内にお

いて、鳥獣の保護及びその

生息地の保護を図るため、

必要があると認められる区

域に指定 

【要許可行為】 

・工作物の新築等 

・水面の埋立、干拓 

・木竹の伐採 

岡山県では 10 年 

(法定：20 年以内） 

休猟区 

（第 34 条） 

狩猟鳥獣の生息数が著し

く減少している場合に、そ

の生息数を増加させる必要

があると認められる区域に

指定 

狩猟捕獲を禁止※ (法定：３年を超

えることができ

ない) 

特定猟具使用

禁止区域 

（第 35 条） 

（旧銃猟禁止区域） 

銃猟又はわな猟に伴う危

険の予防又は静穏の保持の

ため、必要があると認めら

れる区域を指定 

・銃器を使用した鳥獣の

捕獲行為を禁止 

・くくりわなを使用した

鳥獣の捕獲行為を禁止 

岡山県では永年

又は 10 年 

(法定：制限なし) 

   ※ 狩猟捕獲は禁止であるが、農林被害の防止など必要があると認められる場合は許可捕獲

が可能 

 

５ 鳥獣保護区の指定区分及び指定基準 

  鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するための基本的な指針（令和３年 10 月 26

日環境省告示第 69号）に基づき、県鳥獣保護管理事業計画で次の区分を設けている。 

  現在、県が指定しているのは、（１）森林鳥獣生息地、（３）集団渡来地、（７）身近な鳥

獣生息地の３区分である。なお、国が指定しているのは、（４）集団繁殖地の保護区の１区分で

ある。（令和６年 11 月１日時点） 

（１）森林鳥獣生息地の保護区  49箇所、22,514ha 

   森林に生息する鳥獣の保護を図るため指定し、地域における生物多様性の確保にも資する

ものとする。 

（２）大規模生息地の保護区 

   行動圏が広域に及ぶ大型鳥獣をはじめその地域に生息する多様な鳥獣相を保護するため指

定し、地域の生物多様性の拠点の確保にも資するものとする。 

（３）集団渡来地の保護区  1箇所、916ha 

   集団で渡来する渡り鳥及び海棲哺乳類(第 80 条第１項の規定に基づき環境省令で規定され

るものは除く。)の保護を図るため、干潟、湿地、湖沼等のうち必要な地域について指定する。 

（４）集団繁殖地の保護区     

   集団で繁殖する鳥類、コウモリ類及び海棲哺乳類の保護を図るため、島しょ、断崖、樹林

等における集団繁殖地のうち必要な地域について指定する。 



 

（５）希少鳥獣生息地の保護区 

   希少鳥獣等その他絶滅のおそれのある鳥獣又はこれらに準ずる鳥獣の生息地であって、こ

れらの鳥獣の保護上必要な地域について指定する。 

（６）生息地回廊の保護区 

   生息地が分断された鳥獣の保護を図るため、生息地間をつなぐ樹林帯等であって、鳥獣の

移動経路となっている地域又は鳥獣保護区に指定することにより、鳥獣の移動経路としての

機能が回復する見込みのある地域のうち必要な地域について指定する。 

（７）身近な鳥獣生息地の保護区  15箇所、3,130ha 

   市街地及びその近郊において鳥獣の良好な生息地を確保し若しくは創出し、豊かな生活環

境の形成に資するため必要と認められる地域又は自然とのふれあい若しくは鳥獣の観察や保

護活動を通じた環境教育の場を確保するため必要と認められる地域について指定する。 

 

６ 岡山県の指定状況（単位：ha） 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

年度

区分 変更

箇所 65 11 2 1 64

面積 26,608 4,667 △ 48 △ 460 26,100

箇所 11 1 11

面積 1,224 70 1,224

箇所

面積

箇所 63 4 63

面積 35,296 3,051 35,296

箇所 128 15 2 1 127

面積 61,911 7,718 △ 48 △ 460 61,396

令和7年度（２０２５）計画

更新 年度末計

鳥獣保護区

新設期間満了

特別保護地区

休 　猟 　区

　計

特定猟具使用禁止区域

令和6年度

（2024）



奥津鳥獣保護区特別保護地区の指定について 
 

１ 区分 

 森林鳥獣生息地 

 

２ 当初指定年 

 昭和 37年（再指定７回目） 

 

３ 保護に関する指針の案 

  別添のとおり 

 

４ 更新理由（指定理由） 

  奥津鳥獣保護区は、苫田郡鏡野町の北部、標高 340～753ｍに位置している。植生は天然

林が多く、スギ、ヒノキが混在し、若齢林から壮齢林まである。 

鳥獣はサンショウクイやクマタカ、アカショウビンなど多種多様な鳥獣の良好な生息地

となっている。 

  このため、当該区域は、奥津鳥獣保護区の中でも特に保護を図る必要がある区域である

と認められることから、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第２９条第１項に規定

する特別保護地区に指定し、当該地域に生息する鳥獣及びその生息地の保護を図るもので

ある。 

 

（参考：国基本指針から抜粋） 

 Ⅲ 第２ ２ 鳥獣保護区の指定方針 

（３）鳥獣の生息環境を確保し、同時に鳥獣以外の生物を含めた地域の生物多様性

の維持回復や向上にも資するため、鳥獣の保護又は鳥獣の生息地の保護を図る

ため特に必要な地域について積極的に特別保護地区の指定に努める。 

 

５ 指定に係る意見聴取の状況 

指針案の公告縦覧及び公聴会を実施した。意見の内容等は別紙のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

諮問事項 



奥津鳥獣保護区特別保護地区 指針(案)縦覧及び公聴会の開催状況 

 

１ 公告縦覧状況 

 （１）期間 

    令和７年 6月 11日から同月 24日まで 

 （２）場所 

    岡山県環境文化部自然環境課並びに岡山県美作県民局農林水産事業部森林企画課 

及び同部真庭地域森林課 

（３）意見書の提出 

    なし 

 

２ 公聴会開催状況 

（１）開催日時 

    令和７年７月 18日（金）13時 30分から 13時 50分まで 

 （２）場所 

    鏡野町役場多目的大ホール 

 （３）公述人出欠 

指名数 本人出席 代理出席 欠席 

13人 1人 2人 10人 

 

 （４）公述人賛否 

賛成 条件付賛成 反対 

13人 0人 0人 

 

 （５）傍聴人 

    0人 

 

 （６）主な意見 

・近年、シカ等の害獣の増加が顕著であり、隣接する集落において農作物の被害が

増加傾向にある。 

・今後も良好な環境を保持し、野生鳥獣の保護・繁殖を図るために更新は必要であ

る。 

 



 

 

 

奥津鳥獣保護区特別保護地区指定計画書 

（奥津鳥獣保護区特別保護地区の保護に関する指針の案） 

 

 

 

 

 

令和７年８月２６日 

岡   山   県 



（様式第１号） 
 

特別保護地区指定調書 

名 称  奥津鳥獣保護区特別保護地区 

区 域 
 奥津鳥獣保護区内において、吉井川森林計画区苫田郡鏡野町（旧奥津
町）１４２林班及び１４３林班の地域 

区 域 面 積 ７０ｈａ 

内        訳 

林 野 農 耕 地 公 有 水 面 そ の 他 

７０    

存 続 期 間   令和７年 11 月 1 日から令和 17 年 10 月 31 日まで （ 10 年間） 

指 定 区 分  森林鳥獣生息地 

区域内の土地の概況 
及び鳥獣の生息状況 

（１）当該地域の概要 

 鏡野町にあって標高 340～753m からなり、地質はアダメロ岩～花崗
岩、流域名は吉井川水系流域で植生は、天然林が多く、スギ、ヒノキ

が混在し、若齢林から壮齢林まである。 
（２）生息する鳥獣類 

  ア 鳥類：ｶﾙｶﾞﾓ､ｷｼﾞﾊﾞﾄ､ｶﾜｳ､ｱｵｻｷﾞ､ﾀﾞｲｻｷﾞ､ﾎﾄﾄｷﾞｽ､ﾄﾋﾞ､ｸﾏﾀｶ､ｱｶ
ｼｮｳﾋﾞﾝ､ｶﾜｾﾐ､ｺｹﾞﾗ､ｱｵｹﾞﾗ､ｻﾝｼｮｳｸｲ､ﾊｼﾎﾞｿｶﾗｽ､ﾊｼﾌﾞﾄｶﾗ
ｽ､ﾔﾏｶﾞﾗ､ｼｼﾞｭｳｶﾗ､ﾂﾊﾞﾒ､ｲﾜﾂﾊﾞﾒ､ﾋﾖﾄﾞﾘ､ｳｸﾞｲｽ､ｴﾅｶﾞ､ﾒ
ｼﾞﾛ､ｶﾜｶﾞﾗｽ､ｽｽﾞﾒ､ｷｾｷﾚｲ､ﾊｸｾｷﾚｲ 

  イ 獣類：ｲﾉｼｼ、ﾆﾎﾝｼﾞｶ等 
（３）農林水産物の被害状況 

  特になし。 

補 償 に 関 す る 事 項 
 当該区域内に鳥獣の生息及び繁殖に必要な施設を設置することに
より損失を受けた者に対しては、通常生ずべき損失の補償をする。 

鳥 獣 の 保 護 
繁 殖 の 方 針 

 森林の保続を図るとともに、森林の適正な管理に努める。 
（森林の保続を図り、保護施設の整備充実を図る。） 

指 定 及 び 維 持 管 理 に 
関 す る 事 項 

  制札８本 

保 護 に 関 す る 指 針 

 岡山県が管理するものとし、関係機関と連携した上で、岡山県職員
及び岡山県鳥獣保護管理員が管理に当たる。 
 鳥獣生息分布調査等により、区域内の鳥獣の生息状況の把握に務め

る。 

 ゴミの投げ捨てやたき火等による鳥獣の生息への影響等を防止す
るため、現場巡視等を実施する。 
 農林業被害の発生等に応じた有害鳥獣捕獲の申請に対しては、被害
等の実情を十分考慮して適切に対応する。 

そ の 他 参 考 事 項 特になし 

 



（様式第３号） 

 

奥津鳥獣保護区特別保護地区面積内訳表 

 

内 訳 

国 有 地 ha 

国 有 林 

（林野庁） 
        ha 

 普通林       ha 

 

 制限林               ha 

国有林以

外 
        ha 

 

 

 

国有地以外 70ha 

県 有 地 35ha 

 普通林               ha 

 

 制限林             35ha 

市町村有

地 
ha 

 普通林           ha 

 

 制限林               ha 

私 有 地 35ha 

 普通林               ha 

 

 制限林             35ha 

公 有 水 面 ha  

他の法令 

による規制 

区  域 

自然環境保全法        ha 
自 然 環 境 

保 全 地 域 
     ha 

（名称） 

自 然 公 園 法 

（条例を含む） 
70ha 

特別保護地区 

特 別 地 域 

普 通 地 域 

ha 

70ha 

ha 

（名称） 

湯原奥津県立自

然公園 

文 化 財 保 護 法         ha   

（名称） 

国指定重要文化

財名勝奥津渓 

 



（様式第４号） 

 

土 地 利 用 調 書 

 

 鳥獣保護区の指定 奥津鳥獣保護区 

 指 定 理 由 の 概 要  森林鳥獣生息地として野生鳥獣の保護繁殖を図る。 

 保 護 区 の 範 囲  別添区域図のとおり 

 

  区  分 

 

保護区面積(ha)   左 の 内 訳  備 考 

普通 

 

特保 

 

計 

 

農振地域面積(ha)  農用地区域面積(ha)  地域指定 

 年月日 普通 特別 計 普通 特別 計 

農  耕  地 24  24 24  24 24  24 H6.10.6 

 内 

 

 

 訳 

田 22  22 22  22 22  22  

畑 2  2 2  2 2  2  

樹 園 地           

採草放牧地           

山    林 420 (70) 420 420 (70) 420     

原        野           

湖        沼           

河        川 1  1 1  1     

そ  の  他 6  6 6  6     

計 451 (70) 451 451 (70) 451 24  24  

所 有 区 分 面       積 (ha) 所 有 区 分  面        積 (ha) 

国 有 地 (国有林野を除く) 私 有 地 391 

国 有 林 野  公 有 水 面 1ha 

公 有 地 59ha そ の 他  

農業関係施策 

の実施（計画） 

状 況 

 

事 業 名 受益面積(ha) 施 行 年 度 地 区 名 保護区に含まれる受益面積(ha) 

     

     

     

他の土地利用関係法令

等 に よ る 指 定 状 況 

 

 

 

地 権 者 等

の 同 意 書 

 

   市 町 村   地 元   地 権 者   備 考 

全 体 1 6 8  

同 意 者 数 1 6 8  

同意率（％） 100 100 100  

 



縮尺（1/50000）

奥津鳥獣保護区 位置図

【凡例】

現行鳥獣保護区

鳥獣保護区特別保護地区

県道下和奥津川西線

国道１７９号線

県道加茂奥津線

町道道ヶ谷線

県道羽出三朝線

国道１７９号線

旧県道羽出三朝線

落合橋

起点


